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【再生可能材料】 

本基準では、資源枯渇の恐れの少ない材料を意味し、以下の何れかに該当するものを言う。一般に自然素

材とは工業製品以外の幅広い材料を指すが、ここでは資源保護の観点から鉱物資源由来の素材（石材等）は

評価しない。 

・持続可能な森林から産出された木材 

・利用可能になるまでの期間の短い植物由来の自然素材（竹、ケナフ等） 

 

【リサイクル可能な材料】 

本基準では、リサイクルの比較的容易なアルミ、鉄、銅を言う。 

 

【持続可能な森林から産出された木材】 

持続可能な森林から産出された木材の対象範囲は以下を指す。 

１．間伐材 

２．持続可能な森林経営が営まれている森林から産出された木材（証明方法は、「木材・木材製品の合法性、

持続可能性の証明のためのガイドライン」（林野庁、平成18年 後掲）に準拠する。） 

３．日本国内から産出された針葉樹材 

なお、日本では、諸外国のような持続可能な林業が行われている森林を原産地と証明する制度は普及段階

にあり、スタンプの刻印などにより明示された木材の流通はわずかである。そこで、現実的には、間伐材や、通常

は持続可能な森林で生産されていると推測されるスギ材などの針葉樹材を持続可能な森林から産出された木

材として扱う。平成12年建告第１４５２号（木材の基準強度を定める件）にリストアップされている針葉樹の内、以

下のように日本国内で産出されたものは持続可能な森林から伐採されていると考えて概ねよい。 

また、この定義に合致する木材を原料とする集成材、合板等の木質材料も「持続可能な森林から産出され

た木材」と考えて概ね良い。 

＜日本国内から産出された針葉樹の例＞ 

あかまつ、からまつ、ひば、ひのき、えぞまつ、とどまつ、すぎ 

 

 

（参考１）森林認証制度について 

独立した森林認証機関が定めた基準に基づき、第三者機関が森林を経営する者の森林管理水準を評価・

認証する仕組み。代表的な森林認証制度として、FSCやPEFCなどがあるが、他にも普及している制度がいくつか

ある。代表的な制度を列挙する。 

 

FSC ： Forest Stewardship Council 

（http://www.fsc.org/） 

1993 年 創 設 。 ド イ ツ ・ ボ ン に 非 営 利 ・ 非 政 府 の FSC 本 部 (FSC 

International)があり、世界の各国・地域で下部組織が展開している。FSC森

林認証規格は、国・地域ごとに異なり、FSC本部が掲げる10項目の原則と、そ

れらに基づく56項目の基準をベースに、各国・地域のニーズに即した個別の

規格が設けられている。また、森林認証と共に、林産物の加工過程経路のト

レーサビリティの確立と完成した林産物がFSC認証森林およびその他FSCの定

める基準を満たしていることを保証する生産・加工・流通過程の管理の認証

（Chain of Custody；ＣｏＣ認証）も実施している。 
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SFI ： Sustainable Forestry Initiative 

（http://www.sfiprogram.org/） 

1994年に、全米最大の企業会員数を誇る林産業界団体の全米林産物製紙協

会(AF&PA)が創設し、北米で最も利用されている森林認証制度。PEFCとATFSそれぞ

れと相互 認証を行 っている。2007年1月より独 立した機関 、Sustainable Forestry 

Initiative,Inc.により運営されている。SFI®の基準は持続可能な森林管理、木材の調

達方針、公開報告、継続的な改善、違法伐採の抑制を含む13項目から構成されて

いる。 

 

 

ATFS ： American Tree Farm System 

（http://www.treefarmsystem.org/） 

1941年に創設された、アメリカで最も古い森林認証制度。ワシントンDCに本部を置

く非営利組織American Forest Foundationが実施。主に、小規模な森林オーナーを

対象とし、各森林認証制度のなかで最も多くの参加者を擁している。第三者認証を採

り入れている。SFI®との相互認証を実施している。 

 

 

PEFC 森 林 認 証 プ ロ グ ラ ム ：  Programme for the Endorsement of Forest 

Certification Schemes 

（http://www.pefc.org/） 

1999年創設。各国の独立した持続可能な森林認証規格制度がお互いの規格を

承認することを目的に加盟、運営する NGO である。本部はルクセンブルグにあり現在

３１カ国の森林認証規格制度が加盟している。（前述のSFI®、ATFSも加盟。）各国の

森林認証規格制度は、政府間プロセスと言われる持続可能な森林管理のための国

際森林管理基準を採用し、林業組合、森林所有・管理者、製材業者、木材製品流

通業者、紙・パルプ製造・販売業者、環境保護団体、各種関係団体などのステーク

ホルダーによって自主的に策定、運営されている。生産物認証CoC認証も行い、第3

者機関により認証される。 

 

 

SGEC：Sustainable Green Ecosystem Council 「緑の循環認証会議」  

（http://www.sgec-eco.org/） 

2003年創設。世界的に推奨されている持続可能な森林管理の考え方をもとに、

人工林の割合が高く、所有規模が小さいという日本の森林の実情を踏まえてつくられ

た国際性を持つ基準。日本が参加している「モントリオール・プロセス」（国際基準）を踏

まえて定められたＳＧＥＣの７つの基準・36の指標から「認証単位」の実情に応じた「審

査要件」（具体的な審査項目）を設定した上で、審査が行われる。森林認証と共に分

別・表示システムとして「SGEC認証林産物取扱認定事業体」の認定（所謂CoC認証）

も運営している。 

  

RihitoSATO
ハイライト表示
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SFI ： Sustainable Forestry Initiative 

（http://www.sfiprogram.org/） 

1994年に、全米最大の企業会員数を誇る林産業界団体の全米林産物製紙協

会(AF&PA)が創設し、北米で最も利用されている森林認証制度。PEFCとATFSそれぞ

れと相互 認証を行 っている。2007年1月より独 立した機関 、Sustainable Forestry 

Initiative,Inc.により運営されている。SFI®の基準は持続可能な森林管理、木材の調

達方針、公開報告、継続的な改善、違法伐採の抑制を含む13項目から構成されて

いる。 

 

 

ATFS ： American Tree Farm System 

（http://www.treefarmsystem.org/） 

1941年に創設された、アメリカで最も古い森林認証制度。ワシントンDCに本部を置

く非営利組織American Forest Foundationが実施。主に、小規模な森林オーナーを

対象とし、各森林認証制度のなかで最も多くの参加者を擁している。第三者認証を採

り入れている。SFI®との相互認証を実施している。 

 

 

PEFC 森 林 認 証 プ ロ グ ラ ム ：  Programme for the Endorsement of Forest 

Certification Schemes 

（http://www.pefc.org/） 

1999年創設。各国の独立した持続可能な森林認証規格制度がお互いの規格を

承認することを目的に加盟、運営する NGO である。本部はルクセンブルグにあり現在

３１カ国の森林認証規格制度が加盟している。（前述のSFI®、ATFSも加盟。）各国の

森林認証規格制度は、政府間プロセスと言われる持続可能な森林管理のための国

際森林管理基準を採用し、林業組合、森林所有・管理者、製材業者、木材製品流

通業者、紙・パルプ製造・販売業者、環境保護団体、各種関係団体などのステーク

ホルダーによって自主的に策定、運営されている。生産物認証CoC認証も行い、第3

者機関により認証される。 

 

 

SGEC：Sustainable Green Ecosystem Council 「緑の循環認証会議」  

（http://www.sgec-eco.org/） 

2003年創設。世界的に推奨されている持続可能な森林管理の考え方をもとに、

人工林の割合が高く、所有規模が小さいという日本の森林の実情を踏まえてつくられ

た国際性を持つ基準。日本が参加している「モントリオール・プロセス」（国際基準）を踏

まえて定められたＳＧＥＣの７つの基準・36の指標から「認証単位」の実情に応じた「審

査要件」（具体的な審査項目）を設定した上で、審査が行われる。森林認証と共に分

別・表示システムとして「SGEC認証林産物取扱認定事業体」の認定（所謂CoC認証）

も運営している。 
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（参考２）政府の調達する木材・木材製品について 

政府は、平成18年2月28日に閣議決定された「環境物品等の調達の推進等に関する基本方針」に従い、

林野庁が発表した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に基づいた調達を推進

することになった。これは平成17年7月に英国で開催されたグレンイーグルズ・サミットで政府調達・貿易規制・木

材生産国支援などの具体的行動に取り組むことを決めた流れによるものである。 

 林野庁ガイドラインにおける合法性、持続可能性の証明方法の概略は、下記の通りである。 

 

① 森林認証制度およびCoC認証制度を活用する方法 

森林認証を取得した森林から生産された木材・木材製品がCoC認証と連結し、認証マークが押印されて

いることにより証明する方法。（イメージ図を下記に示す。） 

 

 

 

② 業界団体の自主的行動規範による方法 

業界団体において自主的行動規範を策定した上、各事業者が証明書を発行することで証明する方法。

（イメージ図を下記に示す。） 
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③ 個別事業者の独自の取組による方法 

個別企業が、独自の取組により証明する方法。（イメージ図を下記に示す。） 

 

 

 

（参考３）グリーン購入集成材について 

「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」（いわゆる「グリーン購入法」）に基づき、平成16年3月

に閣議決定された「環境物品等の調達の推進等に関する基本方針」（「PartⅢ 3.2 評価のための参考資料

（参考資料３））によって、国等が優先的に購入する特定調達品目として原料の一部に間伐材等を使用している

製材、集成材、再生木質ボードが指定された。なお、「グリーン購入集成材」は日本集成材工業協同組合によ

る呼称である。 

 

  




